　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別紙１４
特定販売※１の方法等に関する書類
□については、該当するものに、レ点をつけること。
	使用する通信手段
	

	特定販売を行う医薬品の区分
	□薬局製造販売医薬品※２　　(薬局のみ)
□要指導医薬品（特定要指導医薬品を除く。）

□第一類医薬品
□指定第二類医薬品　　□第二類医薬品
□第三類医薬品

	特定販売を行う時間及び営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合にはその時間
	特定販売を行う時間
特定販売のみを行う時間


	広告に、許可を受けた薬局

(店舗)の名称と異なる名称を

表示するときは、その名称
	①

	
	②

	
	③

	
	④

	
	⑤

	主たるホームページアドレス

及び主たるホームページの

構成の概要※３
	①

	
	②

	
	③

	
	④

	
	⑤

	
	概要は別紙のとおり。

	特定販売の実施方法に関する
適切な監督を行うために必要な
設備の概要※４
	


※１：薬局又は店舗における、その薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する一般用
医薬品又は薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。)の販売・授与を
いう(例：インターネット販売、電話販売、カタログ販売)。
※２：毒薬及び劇薬であるものを除く。

※３：ホームページにおける医薬品の表示内容や表示すべき事項の記載状況が分かる

ホームページのイメージ等を添付すること。
※４：当該薬局(店舗)の営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合のみ記載する
こと。なお、設備の例としては、デジタルカメラ、パソコン及びインターネット
回線、電話機等が挙げられる。
